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災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部

害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十

規

害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

口
県
規
則
第
三
十
二
号

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
に
係
る

営
糸
根
新
堤
地
区
た
め
池
等
整
備
事

営
山
の
口
地
区
基
幹
水
利
施
設
ス
ト

営
堀
越
地
区
中
山
間
地
域
総
合
農
地

目

次

則害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

示定
代
理
納
付
者
の
指
定
（
税
務
課
）

金
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
医
務
保

週
火
・
金
曜
日
発
行

を
改
正
す
る
規
則

六
年
山
口
県
規
則
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三
十
二
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…
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縦
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農
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課
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…

ッ
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ネ
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メ
ン
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計
画
書
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縦
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災
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縦
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農
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（金曜日）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

り
、
指
定
代
理
納
付
者
を
次
の

め
、
別
記
一
の
十
二
の
２
中
「

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

告

山
口
県
告
示
第
二
百
二
号

、

、

「

円
、、

円
、、

「
十
九
万
九
千
円
」
を
「
二
十

冬
季（
十

月

か
ら

翌
年
三
月
ま
で

）

備
考

六
人
以
上
の
世
帯
に
つ

に
、
夏
季
に
あ
つ
て
は
七
、

た
額
と
す
る
。

別
記
一
の
三
の
３
の

の
表

「

円
、

円
、

す
る
。

別
記
一
の
一
の
２
の

中
「

一
の
三
の
３
の

の
表
を
次
の

季

別
世
帯
区
分

一
人

夏
季（
四

月

か
ら

九

月

ま
で

）
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三

と
お
り
指
定
し
た
。

十
三
万
七
千
五
百
円
」
を
「
十
三

ら
施
行
す
る
。

示

、

、

、

円
、、

円
、、

円
、、

万
千
円
」
に
、
「
十
五
万
九
千
二

、

、

、

い
て
は
、
五
人
世
帯
の
額
に
、
五
人

三
〇
〇
円
を
、
冬
季
に
あ
つ
て
は
一

中

円
、

円
、

円
、

二
百
四
十
万
四
千
円
」
を
「
二
百

よ
う
に
改
め
る
。

世
帯

二
人
世
帯

三
人
世
帯

四

円
、

円
、

円
、

一

十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に

万
四
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

」
を

」
に
改
め
、
別
記
一
の
九
の
３

百
円
」
を
「
十
六
万
八
百
円
」
に

、

、

を
超
え
一
人
増
す
ご
と

〇
、
四
〇
〇
円
を
加
え

三
十
八
万
七
千
円
」
に
改
め
、
別

人
世
帯

五
人
世
帯

円
、

円
、

よ 中改 記

規

則

告

示



平

縦
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成 年 月 日 金曜日

（
一特

り
特同

月
十

山 口

一二三

（定期）県 報

三山
地

公
金

第 号

一二

に
供
し
ま
す
。 公

三
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生

委
託
に
係
る
公
金
の
種
類

山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の

委
託
に
係
る
事
務
の
範
囲

一
に
掲
げ
る
公
金
の
収
納
の
事
務

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所

ア
マ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

指
定
の
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平

口
県
告
示
第
二
百
三
号

方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年

の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

指
定
代
理
納
付
者
の
氏
名
又
は
名

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
一

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る

や
ま
ぐ
ち
元
気
寄
附
金
（
イ
ン
タ

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県

山
口
県
知

駐
車
場
使
用
料

在
地

株
式
会
社

横
浜
市
港
北
区
菊

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三

託
し
た
。

山
口
県
知

称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務

号歳
入

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
二
年
六

岩
国
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

事

二

井

関

成

名
七
丁
目
三
番
二
二
号

で
の
間

十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

所
の
所
在
地

れ
る
も
の
に
限
る
。
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
一
三
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
平
成

び
山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
口
県
の
ス
ポ
ー
ツ
団
体

グ
及
び
パ
ラ
グ
ラ
イ
デ
ィ
ン

村
興
し
活
動
を
推
進
し
、
町

ポ
ー
ツ
マ
ン
と
し
て
の
心
身

（
一
三
五
）
特
定
非
営
利
活
動

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
十
四

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
の

岩
佐

光
恵

光
市
室
積
松
原
一
七
番
一
八

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
二
年
六
月
七
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口

岩
国
市
周
東
町
祖
生
二
九
一

と
し
て
岩
国
市
周
東
町
地
域
を
中

グ
の
普
及
及
び
振
興
を
図
り
、
清

の
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

高
照
寺
山
ス
カ
イ
セ
ー
リ
ン

岡
部

世

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

か
け
橋

号よ
る
届
出

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

二

井

関

成

〇
番
地

心
と
し
て
、
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
デ
ィ

掃
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
町
興

し
、
こ
の
地
域
の
振
興
を
図
り

。請 県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

グ

二

の の画及 ンしス

公

告



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

一二
株

三

第 号

と
お当

政
課

に
供

原
田

譲

株
式
会
社
ホ
ン

山
本

信
子

株
式
会
社
広
重

南
崎
千
鶴
子

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

磯
村

文
夫

業
を
行
う
者
の

中
井

文
雄

寺
田

晃

有
限
会
社
ニ
ュ

有
限
会
社
浅
本

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ヴ
ェ
ス
タ
新
南
陽
店

所
在
地

周
南
市
政
所
二
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
西
南
企
画

愛
媛

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月

並
び
に
周
南
市
産
業
観
光
部
産
業

し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
五
月
七
日

原
田

譲

ダ
畜
産

株
式
会
社
ホ
ン

山
本

信
子

商
店

株
式
会
社
広
重

南
崎
千
鶴
子

磯
村

文
夫

氏
名
又
は
名
称

中
井

文
雄

寺
田

晃

ー
ジ
ャ
ン
ポ
ー
ル

有
限
会
社
ニ
ュ

ン
ポ
ー
ル

商
店

有
限
会
社
浅
本

在
地

二
番
一
号

代
表
者
の
氏
名

住県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一

舗
に
お
い
て
小
売

変

更

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

七
日
か
ら
同
年
九
月
七
日
ま
で

政
策
課
及
び
周
南
市
新
南
陽
総

山
口
県
知

ダ
畜
産

商
店

ー
ジ
ャ

商
店 所

代
表
者
の
氏
名

号

大
内

健
二

前

変

更

後

が
あ
り
ま
し
た
。

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

事

二

井

関

成

次
の
新
規
土
地
改
良
事
業
の

十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項

る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
十
九

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二

（
一
三
七
）
新
規
土
地
改
良
事

株
式
会

セ
ガ
ミ

有
限
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

セ
ガ
ミ

株
式
会

セ
ガ
ミ

浅
本

有
限
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

有
限
会

有
限
会

有
限
会

浅
本

有
限
会

施
行
の
認
可
の
申
請
は
、
土
地
改

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

日日業
の
施
行
の
認
可
の
申
請
に
係
る

社
原
田

メ
デ
ィ
ク
ス
株
式
会
社

社
ベ
ー
カ
リ
ー
プ
チ

社
原
田

メ
デ
ィ
ク
ス
株
式
会
社

社
原
田

メ
デ
ィ
ク
ス
株
式
会
社

裕
三

社
ベ
ー
カ
リ
ー
プ
チ

社
ほ
う
え
い
堂

下
松
市
栄

番
一
号

社
原
岩
商
店

有
限
会
社

社
ブ
テ
ィ
ッ
ク
愛

有
限
会
社

愛

裕
三

社
ベ
ー
カ
リ
ー
プ
チ

三

良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適
当
で

す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定

決
定

広
島
市
安
佐
南
区
西
原

二
丁
目
二
六
番
三
九
号

大
阪
市
中
央
区
南
舟
場

二
丁
目
七
番
三
〇
号

小
田

倆
己

原
田

昌
明

瀬
上

修

株
式
会
社
原
田

セ
ガ
ミ
メ
デ
ィ
ク
ス
株

式
会
社

周
南
市
大
字
櫛
ヶ
浜
二

二
六

広
島
市
西
区
己

本
町

一
丁
目
八
番
二
五
号

町
二
丁
目
四

下
松
市
藤
光
町
二
丁
目

一
三
番
一
六
号

原
岩
商
店

ブ
テ
ィ
ッ
ク

浅
本

裕
三

有
限
会
社
ベ
ー
カ
リ
ー

プ
チ

九あに



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

三（
一土

山
の

め
た

山 口

糸
根

項
の

一二

（定期）県 報

二三（
一土

第 号

よ
り

す
。

一
柳十

二
年
五
月
七
日
印
刷

十
二
年
五
月
七
日
発
行

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

三
九
）
県
営
山
の
口
地
区
基
幹
水

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

口
地
区
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

新
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